
２０１９年度市民交流センター団体連携事業募集要項
　西宮市市民交流センター（以下「市民交流センター」）では、公益的な活動をされているＮＰＯ法人や地域団体、

その他の市民活動団体、（以下「ＮＰＯ等団体」）と連携して、市民向けの講座等を開催する予定です。ついては、こ

の講座を企画・実施するＮＰＯ等団体を下記の要領で募集します。

あなたの
事業費に

２０１９年度

＞＞裏面につづく

●募集対象　次のいずれかを満たす団体で、市民を対象に事業テーマに沿った講座を実施できる団体
　（１）  ＮＰＯ法人（西宮市内に主たる事務所を置く）または、市民交流センター登録団体

　（２）各種地域団体（市内の単位自治会、町内会、学区社会福祉協議会、自主防災会、老人会等）

　（３）応募時点で、市民交流センターの利用登録を完了している市民活動団体

　

●実施場所及び実施期間
　（１）実施場所　　市民交流センター内（「３．地域団体運営支援型」はこの限りではありません。）

　（２）事業実施　　２０１９年７月２０日から２０２０年２月２９日までの間

　　　　※複数日程でも構いませんが、その場合は初回実施月から最終回実施月までを３ヶ月以内とします。

●募集テーマ　次の３テーマで募集します。
１．自由提案型・・・・・・・・次の（１）～（４）を満たす事業／２団体採択予定（助成総額６万円）
   （１）市民活動、文化教養、健康増進、その他広く市民の利益に資するもの

　   （２）講座を実施するＮＰＯ等団体の専門性が十分に活かされているもの

　   （３）団体の宣伝や会員等の獲得､商品の販売､寄付の勧誘等を主目的としないもの

　   （４）宗教活動、政治活動、営利活動等を目的としないもの

２．調理室活用事業提案型・・・次の（１）～（５）を満たす事業／２団体採択予定（助成総額６万円）
　   （１）～（４）　「１．自由提案型」と同様

　   （５） 市民交流センター３階の調理室内での調理を伴うもの

　　　　　　　　　　※「２．調理室活用事業提案型」に限って、食材費を助成対象とすることができます。

３．地域団体運営支援型・・・・次の①～④を満たす事業／２団体採択予定（助成総額６万円）

　  ①地域団体に加入していない新たな市民の参画や、構成員との交流が期待できるもの

　  ②地域団体の加入率向上又は市民が新たに参加することを促進するもの
　  ③商品の販売､寄付の勧誘等を主目的としないもの

　  ④宗教活動、政治活動、営利活動等を目的としないもの
  ※継続事業であることを理由に対象外にはなりませんが、地域団体に新たな市民の参画が期待できる

  　ような取組を継続事業に盛り込んで下さい。その取組と関連しない支出は、助成対象外となります。

今年は
募集対象と

募集テーマを広げました！

６月１５日（土）
応募締め切り



【お問い合わせ先】

西宮市市民交流センター（指定管理者：特定非営利活動法人コミュニティ事業支援ネット）

〒663-8204　西宮市高松町 20 番 20 号　TEL:0798-65-2251 FAX:0798-65-2252 

メール：info@shimin-koryu.net

２０１９年度　市民交流センター団体連携事業にかかる募集要項

２０１９年５月１１日（土）募集要項等の公表

応募用紙の提出〆切 ２０１９年６月１５日（土）必着

選定委員会 ２０１９年６月末頃

選定結果通知 ２０１９年７月上旬（郵送にてお知らせします。お電話等ではお答えできません。）

採択団体相談実施 選定結果通知後随時

事業実施期間
２０１９年７月２０日 (土 )～２０２０年２月２９日（土）

※開催日に関しては市民交流センターの空き状況により相談の上決定。

報告書・請求書の提出
講座終了後２０日以内　

もしくは２０２０年３月１５日のいずれか早い日付

支払い 報告書・請求書の書類確認後随時

●スケジュール

●市民交流センターによるサポート
　（１）１事業実施につき事業費３万円を上限に市民交流センターから助成します。

　（２）事業実施にかかるチラシ用紙と、印刷機使用料を別途市民交流センターが負担します。

　　　　※Ａ４用紙２０００枚を上限として、印刷機使用料の負担は１回のみとします。

　（３）行政機関への広報掲載依頼を行います。

　　　　※集客を保証するものではありません。各団体でより多くの市民に参画を期待できる企画をご提案下さい。

　（４）事業内容についての相談支援・報告書作成についての相談支援を行います。

　　　　※採択団体が決まり次第相談を行い、選定委員からのアドバイスを伝え、内容のブラッシュアップを図ります。

●選考方法
　市民交流センターが別に設置する選定委員会において企画提案の新規性、独創性、公益性、専門性、社会的ニーズ、

　遂行能力等を総合的に考慮し、提出書類によって選定します。尚、各団体による独自の集客力を発揮し、より多くの

　市民を対象として実施できるものを優遇します。

●事業運営における注意点
　（１）   講師等に謝金を支払う場合は必ず源泉徴収手続きを行って下さい。

　（２）   団体構成員等に支払う人件費は助成の対象外です。

　（３）   備品購入費については事業を実施するために必要な備品に限り、助成額の１／２を上限に対象費とすることが

　　　　できます。

　（４）  採択決定後に、事業計画を変更する場合は、必ず事前にご相談下さい。

●応募時提出書類（応募〆切：６月１５日（土）必着）
　・市民交流センター団体連携事業　応募用紙（指定様式）

　・収支予算書（任意様式）

　・応募された事業の活動実績（講座開催にあたって参考となる活動実績）

●事業実施後提出書類（提出〆切：講座終了後２０日以内もしくは２０２０年３月１５日のいずれか早い日付）
　・実績報告書　　・決算書（領収書コピー含）　　・請求書　　・参加者アンケート
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